
令和８年度アントレプレナーシップ教育プログラム運営業務 仕様書 

 

１ 目的 

  人口減少・少子高齢化が進む中で、県内企業においては人材獲得が経営課題に直結してい

る。この要因としては、和歌山県においては高等教育機関が少なく、加えて素材や金属加工

など BtoB を主軸とする企業が多いことから県内での認知が低いため、そのまま県外で就職

してしまうケースも多いことがあげられる。 

 こうした中、県内の中学生・高校生などに対しアントレプレナーシップ教育プログラムや 

和歌山県にゆかりのある起業家との交流機会を提供し、社会や地域の課題を発見し、想いを

もって主体的に解決策を考え行動する人材を育成する。また、将来の就職の際も、知名度や

事業規模だけでなく、「社会的な視点」や「使命感」をもって和歌山で働くことにもつなげる。 

 

２ 業務内容 

（１）チャレスピ２０２６の企画運営 

ビジネスプランの作成を通じて自ら課題を発見し、解決策を考え行動する力を養うこと

を目的としたカリキュラムの企画運営を行う。 

 ①カリキュラム 

  ・参加対象者は県内に在住もしくは県内の学校に在学の中学１年生～高校３年生相当とし、

30 名程度を定員とすること。 

  ・カリキュラムは合計 30 時間程度、延べ 10 日間程度とし、契約締結日（４月上旬予定）

から８月中旬を目途に実施すること。 

【想定スケジュール（目安）】  

４月～５月上旬  ：周知啓発、説明会 

５月中旬～８月中旬：カリキュラムの実施 

８月中旬～８月末 ：修了証の発行 

・県内から広く参加できるように、原則オンラインで開催し、授業や試験期間、クラブ活

動に配慮した日程、時間帯で実施すること。 

・作成したビジネスプランで「スタートアップ Jr.アワード」や「日本政策金融公庫高校   

生ビジネスグランプリ」などのコンテストで入賞できるよう、資料作成及びプレゼンテ

ーション等に関し支援する内容とすること。 

・カリキュラムの内容に加え、参加者間の円滑なコミュニケーションの形成やカリキュラ

ム日程間のモチベーションの維持、参加者の理解促進や進捗把握など事業効果を高める

ための取り組みを提案すること。 

 ②その他 

 ・参加者募集にあたっては、チラシの作成・配布、ＳＮＳやＨＰでの募集広告、申込受付

など参加者募集を業務に含める。なお、提案に当たっては効果的に参加者を募集できる

周知方法を提案すること。 

  ・参加者選定にあたっては、オンラインによる募集説明会の開催や説明動画の配信、申込

者への面接の実施などを通じ参加者の本プログラムへの理解や動機、本気度などを確認



できる方法を提案すること。 

  ・参加回数や課題の提出など一定の条件を満たしたものには修了証を発行すること（修了

証は８月２０日を目途に発行することとし、修了の条件と修了証の内容は県と協議する

こと）。  

 

（２）チャレスピ２０２５上級編の企画運営 

  チャレスピ２０２５の修了者などを対象とし、起業やビジネスプランの実現に向けてメン

タリング（壁打ち）やビジネスフレームワークを活用したビジネスプランの精度アップなど

ステップアップにつながる学びや気づきとなるコンテンツを提供すること。 

①カリキュラム 

  ・定員は３名程度とすること。 

・実施期間は１０月～３月とし、メンタリング（壁打ち）５回以上、テーマ設定講座５回

以上（実施は２週間に１回程度のペース）実施すること。 

・ビジネスプランの事業化や起業に向けた学びや気づきとなるコンテンツを提案すること。 

 ②その他 

  ・参加申込者数にかかわらず、申込者及び保護者に面接を実施し、プログラムへの本気度

などに基づき参加者を選考する。また、法人化や会社設立などに至る場合、費用面の負担

が発生する可能性があるため、保護者からの参加の同意を得ること。 

 

（３）学校個別支援プロジェクトの企画運営 

  社会課題や個人の価値観が多様化する中、県内高校や中学校の総合的な探究の時間や総

合的な学習の時間において、学校現場の課題解決に寄与し、生徒一人一人が主体的に取り

組むことができる取組モデルの構築を目指す。なお、実施に当たっては学校現場に大きな

負担をかけず、また、探究の深化に繋がる支援をする。 

①支援内容 

  AI 壁打ちツールを活用した探究授業の支援 

 ②学校現場の課題 

Ａ）個別の「壁打ち」の不足 

「仮説～検証」のプロセスにおいて、先生の対応可能時間や専門領域の限界によりフィー

ドバックが十分でない。 

Ｂ）グループワーク移行時のモチベーション停滞 

個人ワークで策定した課題をもとにグループワークに進む際に、自ら設定した課題以外に

取組む生徒のモチベーションが低下する。 

 ③提供対象学校、生徒数 

  １学校、１５０名程度 

 ④使用フェーズ、使用期間、ねらい 

  Ａ）「課題設定」４月～６月   

    ・設定した課題を AI壁打ちにより構造化し、自らの選択で課題を良質化 

    ・個々人の課題設定の質を底上げ 



Ｂ）「仮説～検証」９月～１２月 

 ・AI 壁打ちを生徒が主体的に繰り返すことで、螺旋発展的に仮説検証を高度化    

 ⑤ＡＩ壁打ちツール 

・インターネット環境において作動する 

・AI 壁打ちツールを使用する PC、タブレットなどは各学校に配備の機器を使用する 

・AI 壁打ちツールは、使用教材やワークシートと連動した独自の UI/UX を持つ対話環境を

整備すること。単なるプロンプトの提供に留まらず、入出力の制御や学習履歴の管理が

可能な構成とすること。 

・学校の先生が授業において、生徒との対話や質問作成において活用できる機能を有する 

こと。 

 ⑥その他 

  ・契約後、学校のカリキュラムやテーマ、使用教材に応じて、対象学校と協議の上、出力

内容や入出 力フォーマットが調整する。なお、授業で実装する前に、テスト使用環境

を提供すること。 

  ・AI 壁打ちツールの活用に関係する先生に対して、AI 壁打ちツールの活用方法の他、生

成ＡＩの基礎知識と仕組みの理解、安全利用のためのリスク管理、探究の深化における

活用法について研修すること。また、これらを生徒への指導する際に配布できる資料や

データを提供すること。 

  ・データ収集やアンケート調査などを個人が特定できない形で行い、取組モデル構築に向

けて定性的、定量的に分析すること。 

 

（３）その他 ※（１）、（２）共通 

・必要に応じて起業家や講師を手配し、受講者の主体的な気づきと内発的動機づけとなる

よう工夫すること。 

・参加者と事務局間や参加者間の質問対応や連絡は Web コミュニケーションツールを活

用するなど、事務局が内容の把握や管理及びコミュニケーション促進につながるフォ

ローアップを行うこと。 

・チャレスピ２０２６、チャレスピ２０２６上級編の参加者数によって、契約金額の減額

の可能性があることから、１名毎の費用の内訳がわかるように見積書に記載すること。 

 また、学校個別支援についても、提供学校の有無や生徒数により契約金額の減額の可能

性があることから、学校単位で発生する費用や１名毎の費用の内訳がわかるように見積

書に記載すること。 

・事業実施に当たっては、企画段階から和歌山県アントレプレナーシップ教育推進アドバ

イザーと調整連携するとともに、県の他のアントレプレナーシップ関係施策との相乗効

果に努めること。 

・希望する県内の学校教職員、公務員、保護者がプログラムを原則、見学できる仕組みに

すること。 

・受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができ

ない。なお、業務を効率的に行う上で必要と認められる一部業務については、あらかじ



め県の承認を得た場合は、この限りでない。 

  ・参加者の理解促進や進捗把握など事業効果を高めるため、カリキュラムに加え、補講や 

他地域との交流会、参加者同士のオフラインでの交流会などの開催を妨げない。 

   また、令和６年度、令和７年度のチャレスピ参加者を含め、コミュニティ形成や関係性

の継続に繋がる取り組みについても実施を妨げない。 

 ・参加者及び運営スタッフへの適時アンケートを行い、業務の改善につなげること。 

・事業終了時においては事業の効果や課題を測定・分析し、県に報告すること。 

４ 業務期間 

 契約締結日から令和９年３月３１日（火）まで 

 

５ 予算上限額 

 ５，７８４千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

６ 実績報告 

 実績報告書を電子媒体、または適した手段により業務期間内に提出すること 

 （提出先） 

  〒６４０－８５８５ 

  和歌山県和歌山市小松原通一丁目１番地 

  和歌山県商工労働部企業政策局企業振興課 尾崎 

   E-mail：ozaki_t0023@pref.wakayama.lg.jp 

 

７ 備考 

（１）業務の実施にあたっては、業務内容を十分に理解し、和歌山県と連絡を密に取りながら

誠実に履行すること。 

（２）受託事業者は、業務の実施の際に、知り得た個人情報は適正に管理し、決して漏洩、不

正使用を行わないこと。本契約終了後も同様とする。 

（３）仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合は、和歌山県と十分に協議の上、

決定すること。 

（４）令和９年度の業務が次年度に他の事業者に交代した場合には当該受託者に対し、本事業

の運営に必要なデータの受け渡しを含む適切な業務の引継ぎを行うこと。また、次年度の

受託者からの質問等については、本委託業務の契約期間が終了した後も令和９年５月末ま

で誠実に対応すること。 

 


